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(57)【要約】
【課題】波長板を構成する圧電基板に開口フィルタを成
膜しても反りが生じないようにすることを目的とする。
【解決手段】波長板を形成する第１の水晶基板３の一方
の表面上には、位相調整膜６と波長選択膜７とからなる
開口フィルタ５が成膜されている。また、第１の水晶基
板３の他方の面には、第１の水晶基板３の一方の面に成
膜された開口フィルタ５により生ずる圧縮応力を打ち消
すために所定の材質の矯正用光学薄膜８を成膜するよう
にした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基板の一方の主面上に互いに波長の異なる複数の光線のうち、全ての波長の光線を
透過する第一の領域と所定の波長の光線の透過を阻止する第二の領域とを有した開口フィ
ルタであって、前記第一の領域は低屈折率材料と高屈折率材料とを交互に複数積層してな
る第一の光学多層薄膜からなり、前記第二の領域は低屈折率材料と高屈折率材料とを交互
に複数積層してなる第二の光学多層薄膜からなり、前記透明基板の他方の主面上に所定の
膜厚を有する単層の光学薄膜を形成したことを特徴とする開口フィルタ。
【請求項２】
　前記第一の光学多層薄膜及び前記第二の光学多層薄膜の少なくとも一方の光学多層薄膜
の何れかの層に中間屈折率材料からなる薄膜を形成したことを特徴とする請求項１に記載
の開口フィルタ。
【請求項３】
　複屈折性を有する第１の透明基板の一方の主面上に互いに波長の異なる複数の光線のう
ち、全ての波長の光線を透過する第一の領域と所定の波長の光線の透過を阻止する第二の
領域とからなる開口フィルタを形成し、前記第一の領域は低屈折率材料と高屈折率材料と
を交互に複数積層してなる第一の光学多層薄膜からなり、前記第二の領域は低屈折率材料
と高屈折率材料とを交互に複数積層してなる第二の光学多層薄膜からなり、
　前記第１の透明基板の他方の主面上に所定の膜厚を有する単層の光学薄膜を形成し、
　前記第１の透明基板の前記単層の光学薄膜が形成された面側に複屈折性を有する第２の
透明基板を積層したことを特徴とする波長板機能付開口フィルタ。
【請求項４】
　前記単層の光学薄膜の膜厚は、前記第１の透明基板に形成した開口フィルタにより生ず
る応力に応じて決定されることを特徴とする請求項３に記載の波長板機能付開口フィルタ
。
【請求項５】
　前記第一の光学多層薄膜及び前記第二の光学多層薄膜の少なくとも一方の光学多層薄膜
の何れかの層に中間屈折率材料からなる薄膜を形成したことを特徴とする請求項３または
請求項４に記載の波長板機能付開口フィルタ。
【請求項６】
　前記複数の光線の波長が夫々７８０ｎｍ帯、６６０ｎｍ帯、及び４０５ｎｍ帯であるこ
とを特徴とする請求項３～５のいずれか一項に記載の波長板機能付開口フィルタ。
【請求項７】
　前記低屈折率材料は、ＳｉＯ2、或いはＭｇＦ2であり、前記高屈折率材料は、Ｔａ2Ｏ5

、ＴｉＯ2、或いはＮｂ2Ｏ5であることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の開
口フィルタ。
【請求項８】
　前記低屈折率材料は、ＳｉＯ2、或いはＭｇＦ2であり、前記高屈折率材料は、Ｔａ2Ｏ5

、ＴｉＯ2、或いはＮｂ2Ｏ5であることを特徴とする請求項３～６のいずれか一項に記載
の波長板機能付開口フィルタ。
【請求項９】
　前記中間屈折率材料は、Ａｌ2Ｏ3であることを特徴とする請求項３～６、８のいずれか
一項に記載の波長板機能付開口フィルタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は波長板機能付開口フィルタに関し、特に複屈折性を有する透明基板を２枚積層
した構造の波長板の一方の透明基板の表面上に開口フィルタを形成することにより一体化
した波長板機能付開口フィルタに関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　ＣＤやＤＶＤ等の光記録媒体（以下、光ディスクと称す）に対して情報の記録や再生を
行う際は、光ピックアップが使用される。そして、一つの光ピックアップでＣＤやＤＶＤ
等に対応するために、互いに波長の異なる複数の光源から出射される複数の波長の光線を
一つの対物レンズで光ディスクのピット上に集光できるように絞り機能を有する波長選択
フィルタ（以下、開口フィルタと称す）が用いられる。
【０００３】
　特許文献１、特許文献２には、波長７８０ｎｍ帯のＣＤ、波長６６０ｎｍ帯のＤＶＤ、
波長４０５ｎｍの青紫色レーザを用いたＢｌｕ－ｒａｙ　ＤｉｓｃやＨＤ　ＤＶＤ等の次
世代光ディスク（以下、ＢＤと称す）の複数のフォーマットの光ディスクを記録再生する
ことができる光ピックアップに使用される開口フィルタが開示されている。
【０００４】
　また、光ピックアップには、半導体レーザ光源から出射された直線偏光の光線を円偏光
に変換するために１／４波長板が使用される。１／４波長板は、２波長以上のレーザ光に
対して使用する場合、広帯域で位相差が９０°となる広帯域１／４波長板が必要となり、
２枚の例えば複屈折性を有する材料からなる透明基板を夫々の光学軸が所定の角度で交差
するように積層してなる積層波長板が多く用いられている。
【０００５】
　尚、１／４波長板として用いる複屈折性材料としては、延伸により複屈折性を持たせた
ポリカーボネートフィルムや有機系高分子フィルム、複屈折性を有する有機材料をガラス
基板上に配向させたもの、ガラス基板上に異方性蒸着などの成膜方法で複屈折性を持たせ
て形成したＴｉＯ2などの無機材料等があり、更に水晶、ＬｉＮｂＯ3等の複屈折性を有す
る無機材料がある。
【０００６】
　特許文献３、特許文献４、特許文献５には、所定の波長において位相差１８０°となる
第１の波長板と位相差９０°となる第２の波長板とを積層して構成される広帯域１／４波
長板が開示されている。更に、特許文献６には、所定の波長において位相差が４次モード
で２５５°となる第１の波長板と位相差が２次モードで１３０°となる第２の波長板とを
積層して構成された複数の波長で１／４波長板として機能する積層波長板、或いは所定の
波長において位相差が５次モードで１８０°となる第１の波長板と位相差が２次モードで
２７０°となる第２の波長板とを積層して構成することにより、複数の波長で１／４波長
板として機能する積層波長板が開示されている。
【０００７】
　一方、従来、光ピックアップを小型化するため、複数の機能を有する複合型の光学デバ
イスが実用化されており、前記開口フィルタと波長板の機能を有する波長板機能付開口フ
ィルタもその一つである。
【０００８】
　図８は、従来の波長板機能付開口フィルタの外観構造を示す図である。図８（ａ）は、
上面図を示し、図８（ｂ）は側面図を示す。波長板機能付開口フィルタ１０１は、１／４
波長板１０２を構成する第１の水晶基板１０３と第２の水晶基板１０４と、多層薄膜から
なる開口フィルタ１０５とにより構成する。図８（ａ）に示した上面図は、開口フィルタ
の構造を示しており、第１の水晶基板１０３の表面上のＡ領域に位相調整膜１０６が形成
され、Ｂ領域に波長選択膜１０７が形成されている。位相調整膜１０６と波長選択膜１０
７とは異なる薄膜構成を有しており、夫々、低屈折率材料（ＳｉＯ2など）と高屈折率材
料（Ｔａ2Ｏ5など）とを交互に複数層成膜することにより形成されている。
【０００９】
　一方、図８（ｂ）に示す１／４波長板１０２は、例えば、特許文献５に開示されている
ように所定の波長において位相差９０°となる厚さｔ１≒０．２ｍｍの第１の水晶基板１
０３と、所定の波長において位相差１８０°となる厚さｔ２≒０．４ｍｍの第２の水晶基
板１０４とを積層して構成され、広帯域１／４波長板として機能する。
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【００１０】
　３波長対応の光ピックアップに使用されている夫々のレーザ光の波長λ１０１，λ１０
２，λ１０３においては、波長λ１０１がＨＤ　ＤＶＤに対応した４０５ｎｍ帯であり、
波長λ１０２がＤＶＤに対応した６６０ｎｍ帯であり、波長λ１０３がＣＤに対応した７
８０ｎｍ帯である。
【００１１】
　夫々の光源から波長λ１０１，λ１０２，λ１０３のレーザ光が出射されると、開口フ
ィルタ１０５のＡ領域は、波長λ１０１と波長λ１０２と波長λ１０３の光線を共に透過
し、開口フィルタ１０５のＢ領域は、波長λ１０１と波長λ１０２の光線のみを透過して
波長λ１０３の光線は反射する。従って、光源より出射されたレーザ光は、波長λ１０３
のレーザ光が所定の範囲に絞り込まれる。
【００１２】
【特許文献１】特開２００３－６７９７２号公報
【特許文献２】特開２００６－２２８３０６号公報
【特許文献３】特開平１０－６８８１６号公報
【特許文献４】特開２００１－１０１７００号公報
【特許文献５】特開２００５－１５８１２１号公報
【特許文献６】ＷＯ特許第２００３／０９１７６８号公報
【特許文献７】特許第３０３４６６８号公報
【特許文献８】特開平７－２０９５１６号公報
【特許文献９】特開２００５－４３７５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、従来の波長板機能付開口フィルタは、以下のような問題があった。
  波長板機能付開口フィルタを製造する際は、先ず、１／４波長板を構成する第１の水晶
基板と、第２の水晶基板とを製造し、その後、第１の水晶基板の一方の表面上に、開口フ
ィルタとなる多層の光学薄膜を成膜する。多層膜からなる光学薄膜は、イオンアシスト法
やイオンプレーティング法やスパッタリング法等を用いて、前述したように、低屈折率材
料（ＳｉＯ2など）と高屈折率材料（Ｔａ2Ｏ5など）とを交互に複数層蒸着することによ
り成膜されているが、成膜した光学薄膜の膜の密度が高いために圧縮応力が発生して第１
の水晶基板に反りが生ずる。
【００１４】
　図９は、第１の水晶基板１０３に圧縮応力が加わり反りが生じた様子を示す図である。
図９に示す如く、１／４波長板１０２を構成する第１の水晶基板１０３の一方の表面上に
、位相調整膜１０６と波長選択膜１０７を成膜すると、第１の水晶基板１０３に圧縮応力
が加わり、第１の水晶基板１０３の板厚が０．２ｍｍと薄いために反りが生ずる。従って
、次工程において第１の水晶基板１０３に第２の水晶基板１０４を貼り合わせる際に困難
が伴うと共に、第１の水晶基板１０３と第２の水晶基板１０４の貼り合わせ面の形状が不
一致のため、波長板機能付開口フィルタの面精度が著しく悪化し、光学特性に悪影響を与
えるという問題点があった。
【００１５】
　これに対して、文献７には、光学薄膜の内部応力による基板の変形を抑制するために、
基板の裏面に基板と略等しい屈折率を有する多層膜を、基板表面に形成した光学薄膜の物
理膜厚と略等しい厚さとなるように形成することが開示されている。更に、文献８には、
光学フィルタを構成する４０層以上からなる光学多層膜を基板の両主面に振り分けて、両
主面に形成する多層膜の層数の差を２０～３０層以内とすることにより基板の反りを改善
することが開示されている。更に、文献９には、基板の一方の面に通常の真空蒸着により
成膜した光学多層膜に生じた応力（ＳｉＯ2による強い圧縮応力と、ＴｉＯ2の弱い引張り
応力との合計により基板に圧縮応力が発生している）による基板の反りを抑制するために
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、基板の他方の面にイオンアシスト法によるＳｉＯ2の単層膜を矯正膜として形成するこ
とにより、前記多層膜による圧縮応力と前記矯正膜による圧縮応力とにより基板に加わる
応力を緩和することが開示されている。
【００１６】
　しかしながら、文献７では、基板の裏面に光学特性上マッチングを取る膜を多層にわた
って形成しているので製造コストが高くなってしまうという問題があった。文献８と文献
９では、厳密な応力バランスの観点からは不十分であり、４０５ｎｍ帯（ＢＤ）～７８０
ｎｍ帯（ＣＤ）の広帯域で厳格な光学的特性が要求される、例えば波面収差の抑圧等にお
いては仕様を満足することができないという問題があった。即ち、位相調整膜と波長選択
膜とから構成される開口フィルタのように基板の表面上に互いに膜厚の異なる複数のパタ
ーンが構成された場合、基板に対して位相調整膜により生じる応力と波長選択膜により生
じる応力とを解析した上で、最適な矯正膜を設計しなければならないという新たな問題に
直面したのである。
【００１７】
　そこで、本発明は上述したような問題を解決するためになされたものであって、無機材
料基板に開口フィルタを成膜しても反りを生じることなく、４０５ｎｍ帯（ＢＤ）～７８
０ｎｍ帯（ＣＤ）の広帯域で光学的特性上の厳格な仕様を満足する開口フィルタ及び波長
板機能付開口フィルタを実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明に係る開口フィルタは、透明基板の一方の主面上に互いに波長の異なる複数の光
線のうち、全ての波長の光線を透過する第一の領域と所定の波長の光線の透過を阻止する
第二の領域とを有した開口フィルタであって、前記第一の領域は低屈折率材料と高屈折率
材料とを交互に複数積層してなる第一の光学多層薄膜からなり、前記第二の領域は低屈折
率材料と高屈折率材料とを交互に複数積層してなる第二の光学多層薄膜からなり、前記透
明基板の他方の主面上に所定の膜厚を有する単層の光学薄膜を形成したことを特徴として
いる。
【００１９】
　これによれば、開口フィルタは、透明基板の一方の面上に開口フィルタを成膜した際に
発生する応力を、基板の他方の面上に成膜した単層の光学薄膜の応力により打ち消すこと
ができる。従って、基板が反ることを防止し、開口フィルタの波面収差等の光学特性を改
善する上で大きな効果を発揮する。
【００２０】
　本発明に係る開口フィルタは、前記第一の光学多層薄膜及び前記第二の光学多層薄膜の
少なくとも一方の光学多層薄膜の何れかの層に中間屈折率材料からなる薄膜を形成したこ
とを特徴としている。
【００２１】
　これによれば、開口フィルタは、開口フィルタの薄膜材料として中間屈折率材料を成膜
した場合においても本発明を適用することができ、多くの種類の開口フィルタに汎用的に
対応可能である。
【００２２】
　本発明に係る波長板機能付開口フィルタは、複屈折性を有する第１の透明基板の一方の
主面上に互いに波長の異なる複数の光線のうち、全ての波長の光線を透過する第一の領域
と所定の波長の光線の透過を阻止する第二の領域とからなる開口フィルタを形成し、前記
第一の領域は低屈折率材料と高屈折率材料とを交互に複数積層してなる第一の光学多層薄
膜からなり、前記第二の領域は低屈折率材料と高屈折率材料とを交互に複数積層してなる
第二の光学多層薄膜からなり、前記第１の透明基板の他方の主面上に所定の膜厚を有する
単層の光学薄膜を形成し、前記第１の透明基板の前記単層の光学薄膜が形成された面側に
複屈折性を有する第２の透明基板を積層したことを特徴としている。
【００２３】
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　これによれば、波長板機能付開口フィルタは、第１の透明基板の一方の表面上に開口フ
ィルタを成膜した際に発生する応力を、第１の基板の他方の表面上に成膜した単層の光学
薄膜により打ち消すことができる。従って、第１の基板が反ることを防止し、第１の基板
に第２の基板を貼り付ける作業が、容易に精度よく行うことができることから、波長板機
能付開口フィルタの波面収差等の光学特性とコストを改善する上で大きな効果を発揮する
。
【００２４】
　本発明に係る波長板機能付開口フィルタは、前記単層の光学薄膜の膜厚は、前記第１の
透明基板に形成した開口フィルタにより生ずる応力に応じて決定されることを特徴として
いる。
【００２５】
　これによれば、矯正用光学薄膜は、薄膜材料として、例えば、成膜した際の圧縮応力の
発生が大きいＳｉＯ2を用いており、必要な圧縮応力に応じて光学薄膜の膜厚を適宜に設
定することにより、容易に単層の矯正用光学薄膜を形成することが可能である。また、透
明基板として、白板ガラスなどを使用すると、矯正用光学薄膜の材料として使用したＳｉ
Ｏ2と屈折率が近似しているので、透明基板に矯正用光透明基板として、複屈折性を有す
る水晶等を透明基板に矯正用光学薄膜を成膜しても波長板機能付開口フィルタの波面収差
等の光学特性に影響を与えることはない。
【００２６】
　本発明に係る波長板機能付開口フィルタは、前記第一の光学多層薄膜及び前記第二の光
学多層薄膜の少なくとも一方の光学多層薄膜の何れかの層に中間屈折率材料からなる薄膜
を形成したことを特徴としている。
【００２７】
　これによれば、波長板機能付開口フィルタは、開口フィルタの薄膜材料として中間屈折
率材料を成膜した場合においても本発明を適用することができ、多くの種類の開口フィル
タに汎用的に対応可能である。
【００２８】
　本発明に係る波長板機能付開口フィルタは、前記複数の光線の波長が夫々７８０ｎｍ帯
、６６０ｎｍ帯、及び４０５ｎｍ帯であることを特徴としている。
  これによれば、開口フィルタは、３波長のうち何れかの所定の波長の光線を所定の範囲
に絞りこむことができる。
【００２９】
　本発明に係る開口フィルタは、前記低屈折率材料は、ＳｉＯ2、或いはＭｇＦ2であり、
前記高屈折率材料は、Ｔａ2Ｏ5、ＴｉＯ2、或いはＮｂ2Ｏ5であることを特徴としている
。
【００３０】
　これによれば、開口フィルタは、薄膜材料として汎用的に使用されている光学材料を使
用しているので、容易に低コストな開口フィルタを実現することが可能である。
【００３１】
　本発明に係る波長板機能付開口フィルタは、前記低屈折率材料は、ＳｉＯ2、或いはＭ
ｇＦ2であり、前記高屈折率材料は、Ｔａ2Ｏ5、ＴｉＯ2、或いはＮｂ2Ｏ5であることを特
徴としている。
【００３２】
　これによれば、開口フィルタは、薄膜材料として汎用的に使用されている光学材料を使
用しているので、容易に低コストな波長板機能付開口フィルタを実現することが可能であ
る。
【００３３】
　本発明に係る波長板機能付開口フィルタは、前記中間屈折率材料は、Ａｌ2Ｏ3であるこ
とを特徴としている。
【００３４】
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　これによれば、開口フィルタは、薄膜材料として汎用的に使用されている光学材料を使
用しているので、容易に低コストな波長板機能付開口フィルタを実現することが可能であ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下、図示した実施形態に基づいて本発明を詳細に説明する。
  本発明においては、無機材料からなる基板の表面上に光学多層膜から構成される開口フ
ィルタを形成しても反りが生じないように、基板の他方の表面上に、基板の反りを打ち消
すよう所定の膜厚の矯正用光学薄膜を成膜した。前述したように、イオンアシスト法、イ
オンプレーティング法やスパッタリング法を用いて、基板の表面上に各種の誘電体材料を
成膜すると、一般的に圧縮応力が発生して基板が反ることが知られているが、基板の反り
量は、光学薄膜の厚さに比例し、基板の厚さの二乗に反比例する。
【００３６】
　従って、基板の他方の表面上に成膜する矯正用光学薄膜の材料と膜厚を適宜選択するこ
とにより最適な矯正用の圧縮応力を得ることができ、基板の反りを打ち消すことが可能と
なる。また、矯正用光学薄膜は、開口フィルタの光学特性や、基板が複屈折性を有した無
機材料からなる波長板である場合に当該波長板の光学特性に悪影響を与えることのない単
層の光学薄膜としている。
【００３７】
　図１は、本発明に係る波長板機能付開口フィルタの外観構造を示す図であり、図１（ａ
）は、第１の水晶基板の一方の表面上に開口フィルタを成膜した後、他方の表面上に所定
の膜厚の矯正用光学薄膜を成膜した状態を示す。また、図１（ｂ）は、さらに、第１の水
晶基板の他方の表面上に成膜した矯正用光学薄膜の面に第２の水晶基板を貼り付けて、波
長板機能付開口フィルタを完成させた状態を示す。
【００３８】
　図１（ａ）において、広帯域１／４波長板２を構成する複屈折性を備えている第１の水
晶基板３の一方の表面上には、位相調整膜６と波長選択膜７とからなる開口フィルタ５が
成膜されている。位相調整膜６は、波長λ１，λ２，λ３のレーザ光を共に透過する光学
多層薄膜であり、波長選択膜７は、波長λ１及び波長λ２のレーザ光のみを透過して波長
λ３のレーザ光は反射する光学多層薄膜である。従って、光源より出射されたレーザ光は
、波長板機能付開口フィルタ９の入射面に入射すると、波長λ３のレーザ光のみが所定の
範囲に絞り込まれて、波長板機能付開口フィルタ９の出射面から出射される。
【００３９】
　また、第１の水晶基板３の他方の面には、第１の水晶基板３の一方の面に開口フィルタ
５を成膜したことにより発生する圧縮応力を打ち消すために、所定の誘電体材料からなる
矯正用光学薄膜８が成膜されている。従って、第１の水晶基板３には反りが生じない。こ
の矯正用光学薄膜８の種類、必要な膜厚などについては後述する。図１（ｂ）において、
矯正用光学薄膜８が成膜された第１の水晶基板３の面に、複屈折性を備えている第２の水
晶基板４が貼り付けられ、波長板機能付開口フィルタ９が完成される。つまり、本実施形
態の波長板機能付開口フィルタ９は、広帯域１／４波長板を構成する第１の水晶基板３及
び第２の水晶基板４と、第１の水晶基板３の一方の面上に成膜される開口フィルタ５と、
第１の水晶基板３の他方の面上に成膜される所定膜厚の矯正用光学薄膜８と、を備え、矯
正用光学薄膜８の面に第２の水晶基板４を積層するようにしている。
【００４０】
　次に、本発明の原理を詳しく説明するため、水晶基板に開口フィルタを成膜した際に生
ずる圧縮応力の詳細と、それを打ち消すために必要な矯正用光学薄膜の仕様について説明
する。
【００４１】
　先ず、水晶基板に開口フィルタを成膜した際に発生する圧縮応力の詳細について、開口
フィルタの製造工程を例として説明する。
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  図２は、開口フィルタを水晶基板の一方の表面上に成膜する際の工程を示す図である。
図２の工程図を説明すると、所定の形状に加工された複屈折性を備えている水晶基板１０
の一方の表面上にフォトレジスト１１を塗布した後（ステップＳ１）、所定のマスクを介
して露光し、現像することにより所望のパターンのフォトレジスト膜１２を得る（ステッ
プＳ２）。次に、所望のパターンのフォトレジスト膜１２が形成された水晶基板１０の表
面上の全域に、入射する全ての波長の光線を透過する位相調整膜１３を成膜する（ステッ
プＳ３）。位相調整膜１３は、誘電体多層膜であり、低屈折率材料と高屈折率材料の薄膜
を交互に積層したものである。例えば、低屈折率材料としては、ＳｉＯ2が、高屈折率材
料としては、Ｔａ2Ｏ5が使用される。そして、水晶基板１０に形成されているフォトレジ
スト膜１２を剥離すると、水晶基板１０には、所望のパターンの位相調整膜１４が形成さ
れる（ステップＳ４）。
【００４２】
　次に、位相調整膜１４が形成された水晶基板１０の表面上の全域に、フォトレジスト１
１を塗布した後（ステップＳ５）、所定のマスクを介して露光し、現像することにより所
望のパターンのフォトレジスト膜１５を得る（ステップＳ６）。次に、所望のパターンの
フォトレジスト膜１５が形成された水晶基板１０の表面上の全域に、入射する所定の波長
の光線のみを透過する波長選択膜１６を成膜する（ステップＳ７）。波長選択膜１６は、
誘電体多層膜であり、低屈折率材料と高屈折率材料の薄膜を交互に積層したものである。
例えば、低屈折率材料としては、ＳｉＯ2が、高屈折率材料としては、Ｔａ2Ｏ5が使用さ
れる。次に、水晶基板１０に形成されているフォトレジスト膜１５を剥離すると、水晶基
板１０には、所望のパターンの波長選択膜１７が形成され、開口フィルタが完成する（ス
テップＳ８）。
【００４３】
　次に、上述したような開口フィルタの製造工程においては、位相調整膜や波長選択膜を
形成するために、水晶基板にフォトレジストを塗布して所定のパターンのフォトレジスト
膜を形成している。一般的に、このようなフォトレジスト膜を形成する工程を有する場合
、前記ステップＳ３やステップＳ７において、誘電体多層膜からなる位相調整膜１４や波
長選択膜１７を成膜する際は、フォトレジストの形状や厚みの破壊を防止するため、低温
成膜（蒸着温度：１５０℃以下）を行うことが必要である。また、開口フィルタにおいて
は、その光学薄膜の屈折率をｎ、光学薄膜の厚み（物理膜厚）をｄとすると、光学薄膜の
光路長（光学膜厚）ｎ×ｄが位相調整膜１４と波長選択膜１７において等しくすることが
必要である。そこで、開口フィルタを形成する工程においては、光学薄膜を成膜する際に
低温成膜であることと、光学薄膜は、屈折率の変動が少ないことが必要になる。
【００４４】
　また、光学薄膜の屈折率ｎについては、一般的な使用環境である周囲温度－４０℃～＋
８５℃、高温高湿６０℃・９０％において、その変動が所定値以内となるような性能が求
められている。従って、上述したような条件より、水晶基板に開口フィルタを成膜する手
法としては、真空蒸着装置内にイオンガンを設置したイオンアシスト法や、真空中にプラ
ズマを発生させるイオンプレーティング法やスパッタリング法などのイオン化蒸着法が採
用される。これらの方法を用いて成膜することによって光学薄膜の密度が高くなると共に
、成膜後の光学薄膜の有する光学特性の変化も少なく安定した光学薄膜が得られる。また
、このような蒸着方法によると、光学薄膜を成膜した際に、ほとんどの蒸着物質が圧縮応
力を発生するという性質を持っている。また、光学薄膜を形成する低屈折率材料として最
も使用されるＳｉＯ2は、特に圧縮応力が強いという特性を有しており、水晶基板に成膜
した際に問題となる。
【００４５】
　次に、低屈折率材料として最も使用されるＳｉＯ2と、高屈折率材料として最も使用さ
れるＴａ2Ｏ5について、水晶基板に成膜した際に、具体的にどの程度の圧縮応力が発生す
るかを計算により求める。
  テスト基板として、基板の板厚ｂが０．４７ｍｍのＢＫ７（硼珪酸ガラス）を使用した
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。測定した薄膜の長さ（測定長）Ｌ＝６０ｍｍに対するテスト基板の反り量を求めると、
薄膜の膜厚ｄ＝０．４５０μｍのＳｉＯ2膜の場合のテスト基板の反り量δは１６．２０
８μｍ、薄膜の膜厚ｄ＝０．７５０μｍのＴａ2Ｏ5膜の場合のテスト基板の反り量δは７
．２９６μｍであった。
【００４６】
　次に、薄膜が基板に蒸着されたときの基板に働く圧縮応力σは、下式（１）により求め
ることができる。
  σ＝Ｅｓ×ｂ2×δ／［｛３×（１－Ｖｓ）｝×ｄ×Ｌ2］・・・・（１）
  但し、Ｅｓ＝テスト基板のヤング率（ＢＫ７のＥｓ＝８．０×１０10（Ｎ／ｍ2））
  　　　Ｖｓ＝テスト基板のポアソン比（ＢＫ７のＶｓ＝０．２０５）
  　　　　ｂ＝テスト基板の厚み（０．４７ｍｍ）
  　　　　ｄ＝薄膜の厚み
  　　　　Ｌ＝測定長（薄膜の長さ）（６０ｍｍ）
  　　　　δ＝テスト基板の反り量
  とする。
【００４７】
　従って、式（１）に上記の値を代入すると、
  　σ＝Ｅｓ×ｂ2×δ／［｛３×（１－Ｖｓ）｝×ｄ×Ｌ2］＝８．０×１０10×（０．
４７×１０-3）2／［｛３×（１－０．２０５）｝×（６０×１０-3）2］×（δ／ｄ）＝
２０．５８×１０6×（δ／ｄ）（Ｐａ）
  よって、圧縮応力σを、下式（２）のように表すことができる。
  　σ＝２０．５８×δ／ｄ（ＭＰａ）・・・・（２）
【００４８】
　そこで、式（２）において、
  ＳｉＯ2膜の場合、
  膜厚ｄ＝０．４５０（μｍ）＝０．４５０×１０-6（ｍｍ）
  テスト基板の反り量δ＝１６．２０８（μｍ）＝１６．２０８×１０-6（ｍｍ）
  を代入し、
  Ｔａ2Ｏ5膜の場合、
  膜厚ｄ＝０．７５０（μｍ）＝０．７５０×１０-6（ｍｍ）
  テスト基板の反り量δ＝７．２９６（μｍ）＝７．２９６×１０-6（ｍｍ）
  を代入すると、各薄膜の単位面積当たりの圧縮応力は、下記の通りとなる。
【００４９】
　ＳｉＯ2膜の圧縮応力σ（ＳｉＯ2）
  　　σ（ＳｉＯ2）＝２０．５８×（δ／ｄ）
  　　　　　　　　　＝２０．５８×１６．２０８×１０-6／０．４５０×１０-6

  　　　　　　　　　＝７４１．２４５８（ＭＰａ）
  　　　　　　　　　＝７４１．２（ＭＰａ）
  Ｔａ2Ｏ5膜の圧縮応力σ（Ｔａ2Ｏ5）
  　σ（Ｔａ2Ｏ5）＝２０．５８×（δ／ｄ）
  　　　　　　　　＝２０．５８×７．２９６×１０-6／０．７５０×１０-6

  　　　　　　　　＝２００．２０２２（ＭＰａ）
  　　　　　　　　＝２００．２（ＭＰａ）
  従って、薄膜材料としては、ＳｉＯ2の圧縮応力が大きいことが分かる。
【００５０】
　次に、開口フィルタの具体的な光学薄膜の構成例を示し、位相調整膜と波長選択膜のそ
れぞれに発生する圧縮応力と、そのときに水晶基板の反りを打ち消すために必要な矯正用
光学薄膜の膜厚を求める。
  図３は、開口フィルタの構造例を示す図であり、図４は、開口フィルタの具体的な光学
多層薄膜の数値データ例を示す図であって、図４は位相調整膜２０の膜構成を示し、図５
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は波長選択膜２１の膜構成を示す。図３に示すように、開口フィルタ１８は、複屈折性を
備えている水晶基板１９の一方の表面上に積層して成膜され、位相調整膜２０と、波長選
択膜２１とにより構成する。また、位相調整膜２０は、低屈折率材料であるＳｉＯ2と高
屈折率材料であるＴａ2Ｏ5とを交互に１６層積層した構造であり、波長選択膜２１は、低
屈折率材料であるＳｉＯ2膜と高屈折率材料であるＴａ2Ｏ5膜とを交互に１９層積層した
構造である。
【００５１】
　また、位相調整膜２０と波長選択膜２１を構成するそれぞれの層の薄膜の膜厚は、図４
及び図５に示す通りである。従って、位相調整膜２０を構成するＳｉＯ2膜のトータルの
膜厚は、１２６５．６６ｎｍであり、Ｔａ2Ｏ5膜のトータルの膜厚は、８８０．０７ｎｍ
である。
  一方、波長選択膜２１を構成するＳｉＯ2膜のトータルの膜厚は、１３６８．７７ｎｍ
であり、Ｔａ2Ｏ5膜のトータルの膜厚は、８１１．０２ｎｍである。
  尚、位相調整膜２０の物理膜厚と波長選択膜２１の物理膜厚とを比較すると膜厚に差が
見られるが、光学膜厚に換算すると、位相調整膜２０の光学膜厚（３７６０．７０μｍ）
と波長選択膜２１の光学膜厚（３７６０．６１μｍ）とはほぼ同等であるので光学特性上
影響はない。
【００５２】
　次に、上述したような薄膜構成からなる開口フィルタの場合に必要となる矯正用光学薄
膜の膜厚を求める。なお、矯正用光学薄膜の薄膜材料は、ＳｉＯ2とする。
  先ず、位相調整膜２０と波長選択膜２１のそれぞれに生ずる圧縮応力を算出する。
  位相調整膜の圧縮応力は、ＳｉＯ2膜とＴａ2Ｏ5膜のそれぞれのトータルの膜厚に単位
面積当たりの圧縮応力を乗算することにより、下式のとおり求められる。
  ＳｉＯ2膜の圧縮応力＝１２６５．５６（トータルの膜厚）×７４１．２（単位面積当
たりの圧縮応力）＝９３８０３３．０７（ＭＰａ）
  Ｔａ2Ｏ5膜の圧縮応力＝８８０．０７（トータルの膜厚）×２００．２（単位面積当た
りの圧縮応力）＝１７６１９０．０１（ＭＰａ）
  従って、位相調整膜全体の圧縮応力σ１は、
  圧縮応力σ１＝９３８０３３．０７＋１７６１９０．０１＝１１１４２２３．０８（Ｍ
Ｐａ）
  となる。
【００５３】
　一方、波長選択膜の圧縮応力は、ＳｉＯ2膜とＴａ2Ｏ5膜のそれぞれのトータルの膜厚
に単位面積当たりの圧縮応力を乗算することにより、下式のとおり求められる。
  ＳｉＯ2膜の圧縮応力＝１３６８．７７（トータルの膜厚）×７４１．２（単位面積当
たりの圧縮応力）＝１０１４５３２．３２（ＭＰａ）
  Ｔａ2Ｏ5膜の圧縮応力＝８１１．０２（トータルの膜厚）×２００．２（単位面積当た
りの圧縮応力）＝１６２３６６．２０（ＭＰａ）
  従って、波長選択膜の圧縮応力σ２は、
  圧縮応力σ２＝１０１４５３２．３２＋１６２３６６．２０＝１１７６８９８．５２（
ＭＰａ）
  となる。
  以上の計算結果により、水晶基板には、位相調整膜２０の領域にσ１の圧縮応力が、ま
た、波長選択膜２１の領域にσ２の圧縮応力が加わることとなる。
【００５４】
　次に、水晶基板全体に加わる圧縮応力の値を求める。
  ここで、図３において、位相調整膜２０の領域に生じる圧縮応力σ１と波長選択膜２１
の領域に生じる圧縮応力σ２とにより生じる水晶基板１９の圧縮応力について図７を用い
て検討するにあたり、図７に示すように、波長板機能付開口フィルタ１の外形寸法を縦を
Ｌ１、横をＬ２とし、開口部としてのＡ領域の直径をＬ３と定義する。
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【００５５】
　波長板機能付開口フィルタ１の外形寸法Ｌ１＝Ｌ２＝３．５０（ｍｍ）とすると、Ａ領
域の直径Ｌ３は、およそ２．５０（ｍｍ）～２．７９（ｍｍ）である。
  まず、波長板機能付開口フィルタ１において、Ｌ１＝Ｌ２＝３．５０（ｍｍ）及びＬ３
＝２．５０（ｍｍ）の場合を考えると、Ａ領域の面積Ｓａ１とＢ領域の面積Ｓｂ１は以下
の通りとなる。
  　Ｓａ１＝（２．５０／２）2×π＝４．９０８７３（ｍｍ2）
  　Ｓｂ１＝３．５０2－（２．５０／２）2×π＝７．３４１２７（ｍｍ2）
  よって、Ｓａ１とＳｂ１の面積比を求めると、
  　Ｓａ１：Ｓｂ１＝４．９０８７３：７．３４１２７＝２．００：２．９９
  となり、全体の面積を１とすると、
  Ｓａ１：Ｓｂ１＝０．４：０．６
  となる。
  従って、位相調整膜２０と波長選択膜２１の面積比が０．４：０．６であるので、水晶
基板全体に加わる圧縮応力σｔは、下式により求めることができる。
  　　　　σｔ＝０．４×σ１＋０．６×σ２
  　　　　　　＝０．４×１１１４２２３．０８＋０．６×１１７６８９８．５２
  　　　　　　＝１１５１８２８．３４４ＭＰａ
【００５６】
　ここで、図１において、第１の水晶基板３に成膜する矯正用光学薄膜８の膜厚ｓは、前
記圧縮応力σｔに対応する膜厚とすればよいので、矯正用光学薄膜８の薄膜材料をＳｉＯ

2とすると、ＳｉＯ2膜の単位面積当たりの圧縮応力は７４１．２（ＭＰａ）であるから、
矯正用光学薄膜８として必要な膜厚ｓは下式の通り求めることができる。
  　　　　ｓ＝σｔ／７４１．２
  　　　　　＝１１５１８２８．３４４／７４１．２
  　　　　　＝１５５４．００（ｎｍ）
【００５７】
　次に、波長板機能付開口フィルタ１において、Ｌ１＝Ｌ２＝３．５０（ｍｍ）及びＬ３
＝２．７９（ｍｍ）の場合を考えると、Ａ領域の面積Ｓａ１とＢ領域の面積Ｓｂ１は以下
の通りとなる。
  　Ｓａ１＝（２．７９／２）2×π＝６．１１３６１（ｍｍ2）
  　Ｓｂ１＝３．５０2－（２．７９／２）2×π＝６．１３６６３９（ｍｍ2）
  よって、Ｓａ１とＳｂ１の面積比を求めると、
  　Ｓａ１：Ｓｂ１＝６．１１３６１：６．１３６６３９＝１．００：１．００となり、
全体の面積を１とすると、
  　Ｓａ１：Ｓｂ１＝０．５：０．５
  となる。
  従って、位相調整膜２０と波長選択膜２１の面積比が０．５：０．５であるので、水晶
基板全体に加わる圧縮応力σｔは、下式により求めることができる。
  　　　　σｔ＝０．５×σ１＋０．５×σ２
  　　　　　　＝０．５×１１１４２２３．０８＋０．５×１１７６８９８．５２
  　　　　　　＝１１４５５６０．８００ＭＰａ
【００５８】
　同様に、図１において、第１の水晶基板３に成膜する矯正用光学薄膜８の膜厚ｓは、前
記圧縮応力σｔに対応する膜厚とすればよいので、矯正用光学薄膜８の薄膜材料をＳｉＯ

2とすると、ＳｉＯ2膜の単位面積当たりの圧縮応力は７４１．２（ＭＰａ）であるから、
矯正用光学薄膜８として必要な膜厚ｓは下式の通り求めることができる。
  　　　　ｓ＝σｔ／７４１．２
  　　　　　＝１１４５５６０．８００／７４１．２
  　　　　　＝１５４５．５４（ｎｍ）
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  従って、図３、図４及び図５に示した開口フィルタの例においては、水晶基板１９の他
方の面に、ＳｉＯ2を薄膜材料として、前述の計算結果から１５４５．５４～１５５４．
００（ｎｍ）の範囲における中心値に膜厚を設定すると、
  　　　　ｓ＝（１５５４．００＋１５４５．５４）／２
  　　　　　＝１５４９．７７（ｎｍ）
  となり、１５４９．７７（ｎｍ）の膜厚の矯正用光学薄膜を成膜することにより、水晶
基板の反りを生じることなく、４０５ｎｍ帯（ＢＤ）～７８０ｎｍ帯（ＣＤ）の広帯域で
光学的特性上の波面収差の規格等の厳格な仕様を満足することができた。従って、矯正用
光学薄膜の膜厚を１５５０．０±５．０（ｎｍ）に設定すれば良いことが分る。
  ゆえに、以上のことから、矯正用光学薄膜の膜厚を設計する場合、以下の条件式（３）
～（５）を満足するようにすれば良い。
  　　　　Ｓａ＋Ｓｂ＝１　　・・・（３）
  　　　　σｔ＝Ｓａ×σ１＋Ｓｂ×σ２　　・・・（４）
  　　　　ｓ＝σｔ／σｓ　　・・・（５）
  尚、ＳａはＡ領域（位相調整膜）の面積、ＳｂはＢ領域（波長選択膜）の面積Ｓｂ、σ
１はＡ領域により生じる応力、σ２はＢ領域により生じる応力、σｔは基板全体に加わる
応力、σｓは矯正用光学薄膜の応力、ｓは矯正用光学薄膜の膜厚である。
【００５９】
　以上、２枚の水晶基板を積層した波長板の一方の表面に開口フィルタを成膜した実施形
態について説明したが、本発明は、波長板の構成として水晶基板を使用したものに限らず
、樹脂フィルムを使用した波長板に適応することも可能である。
  例えば、図６は樹脂波長板と開口フィルタとの組み合せた波長板機能付開口フィルタ２
３の構造図である。波長板機能付開口フィルタ２３は、一方に開口フィルタ５が形成され
た白板ガラス２４の他方の面にＳｉＯ2からなる矯正用光学薄膜８を形成し、矯正用光学
薄膜８上にフィルム製波長板２５を積層し、更に白板ガラス２２を積層して構成される。
【００６０】
　また、本実施形態において、開口フィルタの積層薄膜の構成が、低屈折率薄膜材料とし
てＳｉＯ2と高屈折率薄膜材料としてＴａ2Ｏ5とを交互に積層した場合について説明した
が、これに限らず低屈折率材料としてＭｇＦ2、高屈折率材料としてＴｉＯ2やＮｂ2Ｏ5等
を用いてもよいことは言うまでもない。更に、低屈折率薄膜材料と高屈折率薄膜材料から
なる光学多層膜のうちいくつかの層を例えば、Ａｌ2Ｏ3のような中間屈折率材料に置き換
えてなる開口フィルタに適応させることも可能である。但し、Ａｌ2Ｏ3は前述の圧縮応力
よりも引張り応力の方が強いので、水晶基板にＡｌ2Ｏ3を形成しときに引張り応力により
水晶基板のＡｌ2Ｏ3形成面側に反りが生じた場合、水晶基板の光学多層膜が形成されてい
ない側の面に矯正用光学薄膜としてＡｌ2Ｏ3を形成すればよい。尚、Ａｌ2Ｏ3の屈折率は
、水晶、ＢＫ７（硼珪酸ガラス）、Ｂ２７０（白板ガラス）等の屈折率に近い値なので素
子の光学特性への影響はほとんどない。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明に係る波長板機能付開口フィルタの外観構造を示す図。
【図２】本発明に係る開口フィルタを水晶基板の一方の面に成膜する際の工程を示す図。
【図３】本発明に係る開口フィルタの構造例を示す図。
【図４】本発明に係る開口フィルタの光学薄膜を仕様を示す図であり、位相調整膜の光学
薄膜の構成を示す図。
【図５】本発明に係る開口フィルタの光学薄膜を仕様を示す図であり、波長選択膜の光学
薄膜の構成を示す図。
【図６】本発明に係る樹脂波長板と開口フィルタとの組み合せた波長板機能付開口フィル
タの構造図。
【図７】本発明に係る開口フィルタの寸法を示す図。
【図８】従来の波長板機能付開口フィルタの外観構造を示す図。
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【図９】水晶基板に圧縮応力が加わり反りが生じた様子を示す図。
【符号の説明】
【００６２】
　１，９，２３…波長板機能付開口フィルタ、２…広帯域１／４波長板、３…第１の水晶
基板、４…第２の水晶基板、５，１８…開口フィルタ、６，１３，１４，２０…位相調整
膜、７，１６，１７，２１…波長選択膜、８…矯正用光学薄膜、１０，１９…水晶基板、
１１…フォトレジスト、１２，１５…フォトレジスト膜、２２，２４…白板ガラス、２５
…フィルム製波長板。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】
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